
面会制限緩和のお知らせ 
新型コロナウイルス感染症が、令和５年５月８日より感染症法上

５類に移行した事に伴い、条件付きではありますが、５月２２日

より予約制にて面会を再開いたします。皆様のご理解・ご協力

をお願いいたします。 
 

【面会の条件】 

●面会時間：15時 00分～17時 00分（土日祝日含む） 

●予約方法：下記番号までお電話下さい。 

  電話番号：03-3648-2111 
（予約受付時間：（月～金）13時 00分～16時 00分） 

※2回目以降の予約は、面会時にお取りいただけます。 

●面会人数：1患者様につき、ご家族様 1名まで。 

※10分以内の面会に皆様のご協力をお願いいたします。 

●面会頻度：週 1回 

●マスクの着用をお願いいたします。 
 

【面会に関するお願い】 

●ご面会は 16歳以上が対象です。 

●体調不良、発熱、風邪症状などがある方はご遠慮下さい。 

●ご面会時の病室や、待合ホールでの喫煙・飲食・マスクを

外しての会話は禁止いたします。 

●今後の感染状況により変更となる場合があります。 
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